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議案第６号 

 
 

平成 30 年度会費額の件（案） 
 

公益社団法人広島県薬剤師会定款第８条第４項及び会費規程第２条第２項の 

規定による平成３０年度の会費は、以下のとおりとする。 

 

会費  

１．正会員（薬剤師） 

Ａ  年額  ４５，５００円 

Ｂ  年額  ２３，０００円 

ただし、正会員Ｂ中、広島県行政薬剤師会は１７，０００円とする。 

 

２．準会員（薬剤師） 

年額     ６，０００円 

 

   ３．賛助会員（薬剤師ではない個人及び企業・団体） 

Ａ  年額  ４５，５００円 

Ｂ  年額  ４０，０００円 

 

   ４．特別会員（薬剤師ではない個人） 

Ａ  年額      無 料（会員資格は卒業時まで継続） 

Ｂ  年額   ６，０００円 
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